
 

 

 

 

 

 

 

中部教育局社会教育担当だより平成 26 年 9 月 22 日発行 
 
 

中部地区人権教育懇談会（教育行政対象）を開催しました！ 
  

平成２６年８月２６日（火）に、教育行政担当者を対象とした中部地区人権教育懇談会を開催しまし

た。中部地区の各市町から３６名の参加があり、江府町の小地域懇談会の取組について実践発表を聞き

ました。その後、グループ協議で小地域懇談会について情報交換を行いました。その内容を紹介します。 

講演 

「小地域懇談会の取組について」 

江府町人権教育推進員    谷田 美和さん 

鳥取県人権教育アドバイザー 加持谷典範さん 

１ 江府町の取組 

 ○平成 24 年度から 3 カ年計画としてテーマをあらかじめ決めるようにした。こ 

の 3 年間のテーマは「災害と人権」、「情報化社会とインターネット」、「身のま 

わりの人権」である。 

 ○啓発資料として「あかるいこころ」を作成し全戸配布している。そこには、年 

間テーマに関する資料が掲載されている。小地域懇談会でもその資料を活用す 

るよう努めている。 

 ○「あかるいこころ」の編集委員は 10 名。メンバーは同推協、部落解放同盟、

小中人権教育主任、保育園長など。計 5 回の委員会を開催し、完成させた。 

 ○懇談会に参加してよかったという回答が約 80％あった。「同じ集落の人と話

すことができてよかった」、「久しぶりに顔を見ることができた」など小地域懇

談会がコミュニケーションの場になっていることが分かった。ただ、テーマが

地域の実態や参加対象者に合っていないと自分事として考えてもらえない、という課題もあった。 

 

２ 加持谷典範さんの助言より 

○小地域懇談会は、何のために必要か考えてみること。めざすところは「地域づくり」である。ま

た、仲間づくりの場にしてほしい。 

○私たちは参加している人たちをもっと大事にするべきだ。参加者が研修会の良さや必要性を宣伝

してくれることもある。来ている人が満足する研修会にしていくことが大切。マンネリ化を感じ

ている参加者は、前と同じことをしていると思い込んでいることが多い。担当者は手法を変えな

がら取り組んでいる。参加型の学習もそうであり、研修のねらいを伝えるとよい。 

 

３ 参加者の感想 

○加持谷さんの「参加者を大事にしてほしい」という言葉に、はっとした。参加していない人の方

を気にしていたが、会の内容を充実させれば自ずと参加者は増えていくと思う。 

○今日のように話しやすい雰囲気作りに努めていくことが大切だと分かった。参加率も大事だが、

なぜ開催するのか目的を見失ってはいけないと思う。 

９月１１日（木） 

 「とっとり子育て親育ちプログラム」ファシリテータ研修会（国際ファミリープラザ） 

９月１９日（金） 

 家庭教育支援者交流研修会東部会場（とりぎん文化会館） 

９月２０日（土） 

 家庭教育支援者交流研修会西部会場（国際ファミリープラザ） 

９月３０日（火） 

 第４回中部地区人権教育懇談会（赤碕文化センター） 



 
 

 

 

  

 

平成２６年１０月１日に鳥取県青少年健全育成条例が改

正されます。保護者や販売業者には、ペアレンタルコントロ

ールの努力義務が課せられます。 

 

【保護者に行っていただきたいこと】 
１ インターネットを利用できる時間及び場所を制限し、インターネットの利用状況を把

握すること。 

２ 保護者が同意した機能に限り、インターネットを利用できるようにすること。 

３ 青少年有害情報フィリタリングソフトウェアを利用して、有害情報の閲覧や視聴を防

止すること。 

４ そのほか、青少年のインターネットの利用を制御することができる措置を行うこと。 
 

【販売業者に行っていただきたいこと】 
※インターネットに接続できる機器を購入する方へ、次に記載して

いる事項を説明し、その内容を記載した書面を渡さなければなりま

せん。 

販売業者が購入者へ説明すべき内容 

１ （購入する機器は）インターネットの利用が可能なこと。 

２ 保護者はペアレンタルコントロールを適切に行うこと。 

３ 有害情報フィルタリングソフトウェアの機能及び利用方法。 

４ インターネットの利用を制限することができる機能の範囲 

及び制限方法。 

５ その他、インターネットの利用を制限することができるソフ 

トウェアに関する情報。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年の年齢に応じ、ペアレンタルコントロールを行いましょう 

～自分の得意技は何？～ 

ペアレンタルコントロールとは？ 

 青少年のインターネットの利用

を、年齢等に応じ保護者が適切に

管理するための措置 

今ではゲーム機や音楽プレーヤーもインターネットにつ

ながります。危険なサイトに行ったり、勧誘メールにだま

されたりしないように対策が必要です。 

特に「無料」をうたったサイトには注意が必要です。公

開している人は、無料サイトを子どもたちに見せて何を得

ようとしているのか、親が正しく理解することが大切です。 

中部教育局 社会教育担当 岸本隆治 

電話  0858－23－3253 

FAX   0858－23－5203 

E-mail kishimoto-r@pref.tottori.jp 

【あとがき】 

全国ベテラン卓球ゆりはま東郷大会に選手として参加しました。県内

外から 300 名を超える参加者があり、盛会のうちに終わりました。この

大会には毎年参加される常連さんがたくさんいますが、その気持ちがよ

く分かります。なぜなら、主催者をはじめ、多くの卓球関係者が裏方で

一生懸命運営をされ、選手一人ひとりを大切にしてくださるからです。関

係者の皆様には心から感謝いたします。私も東京、兵庫、岡山、香川の

人と交流することができ、卓球をとおして人の温かさに触れることができ

ました。（岸本） 


